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 平成 24 年 4 月 11 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第１０６回「地域の会」定例会資料 〔前回 3/7 以降の動き〕 

 

【不適合事象関係】 

 

 ＜区分Ⅲ＞ 

・３月 ９日  ２、３、４号機 長期停止中プラントの計器の点検･校正に関する 

不適合について(P.3) 

・３月３０日  2 号機 タービン建屋（管理区域）におけるけが人の発生について(P.4) 

・４月 ３日  発電所構内（屋外） 屋外作業におけるけが人の発生について(P.6) 

・４月 ６日  発電所構内（屋外） 北側 66kV 開閉所（屋外）におけるけが人の発生に

ついて(P.8) 

 

【発電所に係る情報】 

・３月 ７日  柏崎刈羽原子力発電所５号機熱交換器建屋内（非管理区域）における 

        発煙に関する調査結果について（P．10） 

・３月 ９日  柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の 

        保守管理不備に関する指示文書の受領について(P.13) 

・３月１２日  柏崎刈羽原子力発電所１、７号機の安全性に関する総合評価（一次評価） 

結果に係る報告書の経済産業省原子力安全･保安院への再提出について 

        （P.14） 

・３月１６日  柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の 

        保守管理不備に係る経済産業省原子力安全･保安院への報告について 

（P.17） 

・３月１６日  柏崎刈羽原子力発電所５号機における保安規定違反に関する経済産業省 

原子力安全･保安院からの指示文書の受領について（P.23） 

・３月２１日  柏崎刈羽原子力発電所６号機の定期検査開始について（P.25） 

・３月２２日  柏崎刈羽原子力発電所１号機の使用済燃料の輸送終了について（P.27） 

・３月２６日  柏崎刈羽原子力発電所６号機の原子炉停止操作実績について（P.29） 

・３月３０日  平成 24 年度使用済燃料等の輸送計画について（P.30） 

・３月３０日  柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の 

保守管理不備に係る報告書の再提出について（P.31） 

・３月３０日  当社原子力発電所における株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁

の設置状況等に関する経済産業省原子力安全･保安院への報告について 

        （P.33） 

・３月３０日  平成 24 年度供給計画の届出について（P.37） 

・４月 ９日  使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒におけるひびの調査結果に

関する経済産業省原子力安全・保安院への報告について（P.39） 
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【新潟県中越沖地震後の点検･復旧作業について】 

・３月 ８日  新潟県中越沖地震後の点検･復旧作業の状況について 

（週報：３月 ８日）(P.46) 

・３月１５日  新潟県中越沖地震後の点検･復旧作業の状況について 

（週報：３月１５日）(P.47) 

・３月２２日  新潟県中越沖地震後の点検･復旧作業の状況について 

（週報：３月２２日）(P.48) 

・３月２９日  新潟県中越沖地震後の点検･復旧作業の状況について 

（週報：３月２９日）(P.49) 

・４月 ５日  新潟県中越沖地震後の点検･復旧作業の状況について 

（週報：４月 ５日）(P.50) 

 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・３月２８日  政府･東京電力中長期対策会議 第４回会合 

「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に 

向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）」（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 



平 成 24 年 ３ 月 ９ 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 ２、３、４号機 

件名 長期停止中プラントの計器の点検・校正に関する不適合について 

不適合の 

概要 

（事象の概要） 
当社では計器の点検・校正について点検長期計画に基づき実施しておりますが、中

越沖地震によりプラント停止が長期化している２～４号機については、社内の自主管

理として「追加の点検・校正」を実施することとし、平成 21 年８月にその管理の目

安時期として、重要度等に応じて、27 ヶ月毎、34 ヶ月毎と定めました。   

その後、一部の計器で目安の時期を過ぎるおそれがあった時点で、平成 24 年度か

ら各計器の点検・校正を順次実施することをあらためて計画しました。 

しかしながら、昨年 12 月に実施した３号機の非常用ガス処理系の定例試験におい

て、当該系統の圧力計について追加の点検・校正時期の目安を過ぎていることが確認

されたことから、２～４号機の主要な計器の点検・校正時期について調査を行ったと

ころ、追加の点検・校正の目安を過ぎている計器が多数確認されました。（下表）こ

の事象については追加の点検・校正に関する社内の管理が不十分であったものと考

え、不適合として管理するとともに、計画を繰り上げて本年３月から追加の点検・校

正を順次実施しております。 

（３月８日現在）

主要な計器で点検時期の 

目安を過ぎた計器の内訳 

対象 

号機 
全計器数 

追加点検・校正

対象計器数 

主要な計器(※) 

で点検時期の 

目安を過ぎた 

計器 

停止中に 

機能要求の 

あるもの 

停止中に 

機能要求の 

ないもの 

２号機 約 7,500 台 約 3,000 台 49／348 台 8／40 台 41／308 台 

３号機 約 7,500 台 約 3,000 台 297／364 台 36／77 台 261／287 台 

４号機 約 7,700 台 約 3,000 台 358／387 台 49／52 台 309／335 台 

合計 約 22,700 台 約 9,000 台 704／1099 台 93／169 台 611／930 台 

※保安規定にて機能要求がある計器 

 

本件については、平成 24 年２月 27 日から実施されている保安検査において、保守

管理や品質保証の観点から保安規定に抵触する可能性があるとのご指摘を受けてお

ります。 

 

（安全性、外部への影響） 
本事象をふまえ、これまでに実施した健全性評価の結果、現時点ではプラントの安

全性への影響はないものと考えておりますが、追加の点検・校正の目安期限を超えて

いた主要な計器については、今後、詳細な健全性評価を実施したうえで、点検・校正

を実施します。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

 
＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

今後、社内自主管理の点検・校正時期の目安を過ぎた計器について、追加の点検・校

正を順次行ってまいります。 

また、計器の点検・校正の管理が不十分であったことの原因を調査するとともに、適

確な計器の点検・校正の管理方法について検討してまいります。 
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平成 24 年３月 30 日 

東京電力株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 ２号機 

件名 タービン建屋（管理区域）におけるけが人の発生について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適合の 

概要

  
 

 

平成 24 年３月 29 日午後６時 26 分頃、タービン建屋１階オペレーティングフロア（管

理区域）において、高圧タービンのケーシング＊復旧作業に従事していた協力企業作業員

が、高圧ケーシングボルト締付治具（重さ約 60kg）を取り外すために上方に移動させよ

うとしたところ、吊り上げ用バンドが外れて締付治具が落下し、左手小指を挟まれて負

傷したため、救急車で病院に搬送しました。 

なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ケーシング 

タービン翼を納めているカバー。上下２分割のカバーをボルトにより締め付けて固定している。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

 
＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他設備 

 
＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院における診察の結果、左手小指の挫滅創と診断され、縫合処置（約５cm）を受け

ました。 

今後、原因調査を行い、再発防止対策を講じてまいります。 

 

吊り上げ用 
バンド 

締付治具 

 
落

下

小指を挟んで負傷
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２号機タービン建屋（管理区域）におけるけが人の発生について  

 

 

柏崎刈羽原子力発電所２号機 タービン建屋 １階 

  

 

柏崎刈羽原子力発電所 
屋外 

展望台

発生場所 
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平成 24 年４月３日 

東京電力株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 発電所構内（屋外） 

件名 屋外作業におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

平成 24 年４月２日午前 11 時 15 分頃、屋外（荒浜線変電所付近）において、雨水の排

水溝設置工事に従事していた協力企業作業員が、Ｕ字溝（重量約 280kg）の下に台木を設

置するために、Ｕ字溝を吊り上げて台木を差し込もうとしていた際、吊っていたＵ字溝

が傾き右手の指を挟み負傷したことから、業務車にて病院に搬送しました。 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院における診察の結果、右手中指と薬指の挫滅切断（指先部）と診断され、縫合処

置を受けるとともに、経過観察のために２～３日程度入院することとなりました。 

今回の事例を踏まえ、重量物移動時の危険性について、あらためて発電所内に周知徹

底を図るとともに、再発防止対策を講じてまいります。 

 

台木 

吊り具 

右手を挟んで負傷 
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４号機 
３号機 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

 

発電所構内 屋外作業におけるけが人の発生について 

７号機 ５号機 
６号機 １号機 

２号機 

荒浜線

変電所

発生場所 
（荒浜線変電所付近） 

展望台 
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平成 24 年４月６日 

東京電力株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 発電所構内（屋外） 

件名 北側 66kV 開閉所（屋外）におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

平成 24 年４月５日午後４時 10 分頃、北側 66kV 開閉所（屋外）において、ガス遮断器

増設工事に従事していた協力企業作業員が、新設の母線ユニット（重量約１トン）を既

設の母線に接続するために、新設の母線ユニットを吊った状態で移動させた際、下部に

仮置していた物品との間に右手の指を挟み負傷したことから、業務車にて病院に搬送し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 作業時は作業用ゴム手袋を着用しております。       

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院における診察の結果、右手人差し指切断（先端部）と診断され、縫合処置を受け、

経過観察のために当日は入院しております。 

今回の事例を踏まえ、作業における挟まれの危険性について、あらためて発電所内に

周知し注意喚起いたしました。 

また、本事象を踏まえた再発防止対策を検討してまいります。 

 

 
右手を挟んで負傷 
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４号機 
３号機 

柏崎刈羽原子力発電所 屋外 

 

発電所構内 北側 66kV 開閉所（屋外）におけるけが人の発生について 

７号機 ５号機 
６号機 １号機 

２号機 

北側 66kV

開閉所 

発生場所 
（北側 66kV 開閉所） 

展望台 
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（お知らせ） 

 

柏崎刈羽原子力発電所５号機熱交換器建屋内（非管理区域）における 

発煙に関する調査結果について 

 

平成 24 年３月７日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

定期検査中の当所５号機において、平成 24 年２月 25 日午後 11 時 36 分

頃、５号機中央制御室において鉄イオン注入設備*の異常を示す警報が発生

したことから、当社社員が速やかに現場の確認を行ったところ、運転中の

鉄イオン注入設備海水供給ポンプ軸受付近より発煙を確認しました。ただ

ちに消防署へ通報するとともに、当該ポンプを停止いたしました。 

消防署により現場の確認をいただいた結果、２月 26 日午前１時 41 分に

火災ではないと判断されました。 

なお、本事象による負傷者および外部への放射能の影響はありませんで

した。              （平成 24 年２月 26 日お知らせ済み） 

 

 その後の調査の結果、以下のことがわかりました。 

 

（１） ポンプシール水は、海水析出防止のためにポンプシール部に供給さ

れており、通常から水の飛散はあるものの、当該ポンプ運転時、ポ

ンプシール部から通常より多くポンプシール水が飛散していたこと。 

（２） 事象発生直後に軸受箱へ潤滑油を供給する給油ポットを確認した

ところ潤滑油が入っている状態ではあったが、その後、潤滑油を確

認した結果、水分が含まれていたこと。 

（３） ポンプシール部から飛散した水が軸受箱に浸入し、軸受箱内の水分

の増加に伴って、潤滑油不足となり過熱に至った可能性があること。 

 

これらの調査結果より原因は、飛散したポンプシール水が継続的に軸受

箱内に浸入した結果、軸受箱内の水分増加に伴って潤滑油による潤滑が不

十分となり軸受が過熱され摩耗し、間隙が広くなったことにより水と油の

混合物が蒸気となって軸受箱より放出されたものと推定いたしました。 

なお、当該ポンプについては、運転状況を考慮し、２月 27 日にポンプ

を点検する計画としておりましたが、ポンプシール部からの飛散の量につ

いての管理値が明確でなく、点検計画が不十分であったものと推定いたし

ました。 
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今後の再発防止対策として、ポンプシール部からの飛散の量について管

理値を明確にするとともに、今回の事例について関係者に周知・徹底を図

ります。 

 

 

以 上 

 

 

添付資料：柏崎刈羽原子力発電所５号機 鉄イオン注入設備 海水供給ポン

プ概略図 

 

 

 ＊ 鉄イオン注入設備 

    海水系の熱交換器へ鉄イオンを注入することにより、酸化鉄の被膜を形成し

腐食防止を図る設備。 

 

 

  東 京 電 力 株 式 会 社 
柏崎刈羽原子力発電所 

ＴＥＬ(0257)45-3131 
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柏崎刈羽原子力発電所５号機　鉄イオン注入設備　海水供給ポンプ概略図
添付資料

②　軸受箱内に水が入り軸受油が上昇※，
   　給油管より軸受油が排出。
   　【※軸受油の比重＜水の比重】

養生
（難燃テープ，ビニール袋）

③　軸受箱内が水を含んだ状態になり，軸受が過熱。 ④　軸受が過熱状態になり，軸受箱内部の水分が
   　水蒸気になり内圧が高くなり軸受油を排出。
   　また，軸受箱過熱により養生テープ糊面が溶けた。

⑤　軸受が過熱により損傷。
   　『電解鉄イオン供給装置制御盤異常』の警報発生。
   　軸芯ズレが発生し，軸受け部が摩耗。
   　間隙が広くなったことで蒸気放出に至った。

鉄イオン注入設備　海水供給ポンプ

①　通常状態（軸方向からの概略図）

軸

軸受

軸受箱

給油ポット

ポンプシール部からの水の飛散状況

排水

海水入口
電
動
機

ポ
ン
プ

ポンプシール水

海水出口

出口

入口

軸受箱

損傷が確認された
側の軸受

ポ
ン
プ
シ
ー
ル
部

ポンプシール
水が飛散

給油ポット

潤滑油

水

飛散したポンプ
シール水が軸受
箱内に浸入し、潤
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柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの 

計測制御設備の保守管理不備に関する指示文書の受領について 

 

平 成 24年 ３ 月 ９ 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、長期停止中プラントである柏崎刈羽原子力発電所２、３、４号機の計器の

一部において、社内管理の目安として定めた点検・校正時期を超過していたことが確

認された事象等を踏まえ、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株

式会社柏崎刈羽子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る対応について

（指示）」の指示文書＊を受領いたしました。 

 

当社といたしましては、この指示に基づき、今後、速やかに対応し、同院へ報告し

てまいります。 

 

以 上 

 

＊ 指示文書 

「東京電力株式会社柏崎刈羽子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る対応につ

いて（指示）」 

（平成24・03・09原院第２号） 

 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所（以

下「柏崎刈羽原子力発電所」という。）に対し、平成24年２月27日から同年３月９日まで、平成 

23年度第４回保安検査を実施しました。 

今回の保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所第２号機、第３号機及び第４号機の計測制御

設備における長期停止に伴う特別な保全計画に基づく保守管理活動の実施状況について確認を実

施したところ、貴社が特別な保全計画の具体的な運用を検討し、点検計画において定めることと

していた計測制御設備の個別の計器等に対する点検間隔が定められていませんでした。 

また、個別の計器等に対する点検間隔について、技術的な検討はなされていたものの、その結

果として得られていた点検間隔を超過して点検が行われていない計器等が多数存在していること

を確認しました。このため、当院は、貴社に対し下記の対応を求めます。 

 

記 

 

１．柏崎刈羽原子力発電所第２号機、第３号機及び第４号機に対する保安検査において確認され

た点検間隔を超過している計器等のうち、保安規定でプラント停止中に機能要求がある系統に

属する計器等に対しては、速やかに健全性の確認及び安全性への影響評価を行い、平成24年３

月16日までに当院に対して報告することを求めます。 

 

２．１．の他に、柏崎刈羽原子力発電所第２号機、第３号機及び第４号機において、プラントの

長期停止により保全が要求される機器等の全てについて、点検計画が立案されていない機器等

及び立案されているが当該計画に基づく点検間隔を超過して点検が行われていない機器等がな

いかを確認し、平成24年４月９日までに当院に対して報告することを求めます。 
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柏崎刈羽原子力発電所１、７号機の安全性に関する総合評価（一次評価）結果 

に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への再提出について 

 

平成24年３月12日  

東京電力株式会社  

 

当社は、平成23年７月22日に原子力安全・保安院より受領した指示文書「東京電力株

式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた既設の発電用原子炉施設の安全性

に関する総合評価の実施について（指示）」に基づき、柏崎刈羽原子力発電所１号機お

よび７号機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結果をとりまとめ、平成24年１月

16日、原子力安全・保安院へ報告いたしました。 

（平成23年７月22日、平成24年１月16日お知らせ済み） 

 

その後、審査に向けた資料の準備を進めていた過程で、報告書の一部に誤り（５箇所）

を確認しております。また、５箇所の誤りについては、評価結果に影響を及ぼさないも

のであることを確認しております。 

（平成24年１月25日お知らせ済み） 

 

当社は、報告書に誤りを確認したことから、報告書において他に誤りがないか再度確

認を行いました。その結果、158箇所（１号機：81箇所、７号機：77箇所）の記載の誤り

（平成24年１月25日報告分の５箇所を含む）を確認いたしました。また、確認した誤り

については、いずれも評価結果に影響を及ぼさないものであることを確認しております。 

 

本件について、当社は、平成24年２月１日、経済産業省原子力安全・保安院に報告を

行いましたが、同日、同院より、誤りに関する原因究明と再発防止対策を含め品質保証

体制を再構築した上で、当該報告書をあらためて見直し、再提出するよう、口頭で指示

を受けました。 

（平成24年２月１日お知らせ済み） 

 

その後、当社は、誤りに関する原因究明と再発防止対策を含めた品質保証体制の再構

築を行い、徹底した報告書の見直しを行いました。 

その結果、239箇所（１号機：118箇所、７号機：121箇所）の記載の誤り（平成24年２

月１日までの報告分158箇所を含む）を確認いたしました。 

ただし、確認した誤りについては、いずれも評価結果に影響を与えるものではありま

せんでした。 
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本日、当社は、平成24年１月16日に経済産業省原子力安全・保安院に提出した報告書

について、239箇所の誤りを訂正するとともに、より良い表現に見直した上で再提出いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

以 上 

 

○添付資料 

添付資料－１：柏崎刈羽原子力発電所１号機及び７号機 安全性に関する総合評価  

（一次評価）の結果について（報告）の記載誤りに関する再調査結果

（概要） 

添付資料－２：柏崎刈羽原子力発電所１・７号機の安全性に関する総合評価（ストレ

ステスト）一次評価結果と安全確保対策について 
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平成 24 年 3 月 12 日 

東京電力株式会社 

添付資料－１ 

 

柏崎刈羽原子力発電所１号機及び７号機 

安全性に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告） 

の記載誤りに関する再調査結果（概要） 

 

１．再調査内容 

評価に関連する数値等の記載や評価に関連しない事実関係に関する記載等を含む，報告書

の記載内容全般に対して，記載誤りの有無を再調査した。 

 

２．再調査概要 

 再調査の実施に当たって当社品質保証箇所は，再調査に係る体制と役割，調査箇所による

再調査要領の作成，品質保証箇所による適切性確認要領の作成等，品質保証上の実施事項を

定めた品質保証基本方針を策定した。 

調査箇所は，品質保証基本方針に基づき策定した再調査要領に従い，報告書と出典元との

整合確認等，先に発見された記載誤りの原因に基づく確認の観点を踏まえた調査を行うとと

もに，記載誤りが確実に訂正されていることの確認を行った。また，確認は報告書作成者以

外の者によりダブルチェックした。 

品質保証箇所は，品質保証基本方針に基づき策定した適切性確認要領に従い，調査箇所メ

ンバーへのヒアリングや正誤表との対比等を通して再調査プロセスが適切に行われたことの

検証及び記載誤りの訂正が確実に実施されていることの確認を行った。 

 

３．再調査結果 

 １号機及び７号機の報告書に対して，記載誤りの有無を再調査したところ，平成 24 年 2月

1 日に公表した 158 箇所に加え，新たに 81 箇所の記載誤りが発見され，総数は 239 箇所にな

った。各号機の内訳は１号機で 118 箇所（37 箇所追加），７号機で 121 箇所（44 箇所追加）

である。 

 評価に関連する数値の記載誤りは 239 箇所中 40 箇所※あったが，いずれも評価結果に影響

を及ぼさないものだった。 

※複数ページに記載されている同一の誤りもそれぞれ個別の誤りとして箇所数を求めた。 

 

４．再発防止対策 

再調査の結果確認された記載誤りの原因として，報告書作成上のルール（記載の考え方）

が不明確だった場合や徹底していなかった場合，記載の出典元との照合が不十分だった場合

等が抽出された。本報告書は当社が手がける初めての評価をまとめたものということもあり，

これら誤りの発生を防止するために十分な計画にはなっていなかった。 

記載誤りの再発防止のため，今後とりまとめる安全性に関する総合評価の報告書において

は，計画段階で必要な体制を定め，作成段階で報告書作成に関するルールを定め，確認段階

でチェックする観点を明確にする等，予め十分な措置を講ずることとする。 

また，再発防止対策については，今後原子力安全・保安院による確認を通して必要に応じ

見直していくこととする。 

 

以 上 
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柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の 

保守管理不備に係る経済産業省原子力安全・保安院への報告について 

 

平成24年３月16日 

東京電力株式会社 

 

当社は、新潟県中越沖地震によりプラント停止が長期化している柏崎刈羽原子力発電所

２～４号機の計器について、社内の自主管理として「追加の点検・校正」を実施すること

とし、平成21年８月にその管理の目安時期（27ヶ月毎、34ヶ月毎）を定めておりましたが、

同発電所２～４号機の主要な計器の点検・校正時期について調査を行ったところ、追加の

点検・校正の目安時期を過ぎている計器が多数確認されました。（表１） 

 

（表１） 

主要な計器で点検時期の 

目安を過ぎた計器の内訳 

 

対象 

号機 
全計器数 

追加点検・校正 

対象計器数 

 

 

主要な計器(※)で 

点検時期の目安を 

過ぎた計器 
停止中に 

機能要求の 

あるもの 

停止中に 

機能要求の 

ないもの 

２号機 約7,500台 約3,000台 49／348台 8／40台 41／308台 

３号機 約7,500台 約3,000台 297／364台 36／77台 261／287台 

４号機 約7,700台 約3,000台 358／387台 49／52台 309／335台 

合計 約22,700台 約9,000台 704／1099台 93／169台 611／930台 

※保安規定にて機能要求がある計器 
 

本件について、平成24年３月９日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電

力株式会社柏崎刈羽原子力発電所計測制御設備の保守管理不備に係る対応について

（指示）」の指示文書＊を受領したことから、指示に基づく対応を速やかに実施し、

同院へ報告することとしました。        （平成24年３月９日お知らせ済み） 

 

当社は、指示文書に基づき、同発電所２～４号機で確認された点検・校正の目安時

期を過ぎた主要な計器のうち、保安規定でプラント停止中に機能要求がある計93台に

ついて健全性の確認および安全性への影響評価を実施したところ、いずれも「健全性

に問題がない」または「プラントの安全性への影響がない」と評価したことから（表

２）、これらの内容について、本日、同院に報告しましたのでお知らせいたします。 

（表２） 

対象 

号機 

主要な計器のうち停止中に

機能要求のあるもの 

点検により健全性を 

確 認 し た 計 器 

評価によりプラントの安全性への 

影響がないことを確認した計器 

２号機 ８台 ７台 １台 

３号機 36台 31台 ５台 

４号機 49台 47台 ２台 

合 計 93台 85台 

全数健全性に問題なし

８台 

全 数 プ ラ ン ト の 

安全性への影響なし 

（評価の詳細は添付資料参照） 
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なお、プラントの安全性への影響がないと評価した８台のうち５台の計器（２号機

１台、３号機２台、４号機２台）は、すべて同一型式の流量計であり、点検にあたっ

てはパッキンなどの消耗品等の交換が必要となることから、物品の調達上速やかに分

解点検を実施することができませんが、計器の継続使用にともなう誤差が生じにくい

構造となっており、前回の分解点検以降１日１回パトロールを実施し不具合なく正常

に動作していることを確認しております。 

 

 当社は、引き続き、プラント停止の長期化にともない点検等が必要となる設備のう

ち、点検計画自体が立案されていない設備や、計画に基づく点検の目安時期を過ぎた

設備がないか調査を行い、平成24年４月９日までに同院へ報告してまいります。 

 

以 上 

 

添付資料：プラントの安全性への影響評価の概要について 

 

＊ 指示文書 

「東京電力株式会社柏崎刈羽子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る対応につ

いて（指示）」 

（平成24・03・09原院第２号） 

 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所（以

下「柏崎刈羽原子力発電所」という。）に対し、平成24年２月27日から同年３月９日まで、平成 

23年度第４回保安検査を実施しました。 

今回の保安検査において、柏崎刈羽原子力発電所第２号機、第３号機及び第４号機の計測制御

設備における長期停止に伴う特別な保全計画に基づく保守管理活動の実施状況について確認を実

施したところ、貴社が特別な保全計画の具体的な運用を検討し、点検計画において定めることと

していた計測制御設備の個別の計器等に対する点検間隔が定められていませんでした。 

また、個別の計器等に対する点検間隔について、技術的な検討はなされていたものの、その結

果として得られていた点検間隔を超過して点検が行われていない計器等が多数存在していること

を確認しました。このため、当院は、貴社に対し下記の対応を求めます。 

 

記 

 

１．柏崎刈羽原子力発電所第２号機、第３号機及び第４号機に対する保安検査において確認され

た点検間隔を超過している計器等のうち、保安規定でプラント停止中に機能要求がある系統に

属する計器等に対しては、速やかに健全性の確認及び安全性への影響評価を行い、平成24年３

月16日までに当院に対して報告することを求めます。 

 

２．１．の他に、柏崎刈羽原子力発電所第２号機、第３号機及び第４号機において、プラントの

長期停止により保全が要求される機器等の全てについて、点検計画が立案されていない機器等

及び立案されているが当該計画に基づく点検間隔を超過して点検が行われていない機器等がな

いかを確認し、平成24年４月９日までに当院に対して報告することを求めます。 
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添付資料①

プラントの安全性への影響評価の概要について 

号 機 ３号機 

計器名 

■ 計器名  ：中性子数の計測器 

 

■ 計器種類：指示計 

用 途 

 

原子炉内の中性子数を計測している４つの計測器のうちのひとつ 

 
【保安規定に定める運転上の制限値】 

原子炉の状態が起動、高温停止、冷温停止及び燃料交換の場合は、毎日

１回、中性子数が３cps 以上であることの確認を行う。 
 

【定例試験における判定値】 

 

な し 

安全性への 

影響評価 

 
■ 計器単体の校正前データを用いた当該計器を含む系統単位における誤

差計算の結果 

 
系統単位における 

許容精度 

系統単位における 

誤差計算結果 
結果 

±２．６９％ ±２．３７％ 許容精度内 

 
■ 系統単位における誤差計算結果は許容精度内に収まっており、安全性

への影響はない。 
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添付資料② 

プラントの安全性への影響評価の概要について 

号 機 ３号機 

計器名 

■ 計器名  ：サプレッションプール水位計 

 

■ 計器種類：記録計 

用 途 

サプレッションプールの水位を監視している 

 

【保安規定に定める運転上の制限値】 

非常用炉心冷却系について、原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換にお

いて、サプレッションプールを水源とする場合は、サプレッションプール

水位が「-4,460mm 以上」あること 

 

【定例試験における判定値】 

 

な し 

安全性への 

影響評価 

 
■ 当該記録計の点検において、記録紙に印字するためのペンの動きが渋

く注油する手入れを行ったため、ペン指示値（アナログ）の校正前デ

ータは採取できなかったが、デジタル指示値の校正前データを採取し

た結果、許容精度内であった。 
 
■ サプレッションプールの水位についてはデジタル値で水位監視できて

いるため、安全性への影響はない。 
 
■ なお、当該記録計は狭い測定範囲（-500～+500mm）の水位を監視・記

録するものであり、仮に当該計器に誤差が生じていたとしても、保安

規定に定めるサプレッションプールの水位に関する運転上の制限値

（-4,460mm 以上）に対して、影響を与えるものではない。 
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添付資料③

プラントの安全性への影響評価の概要について 

号 機 ３号機 

計器名 

■ 計器名 ：原子炉建屋外気差圧計 

 

■ 計器種類：測定データの伝送器 

用 途 

原子炉建屋内と外気の差圧を監視している 

 

【保安規定に定める運転上の制限値】 

保安規定において外気差圧の測定値に対する制限値はないが「原子炉建

屋原子炉棟の機能が健全であること」が求められている。 

 

【定例試験における判定値】 

な し 

安全性への  

影響評価 

■ 計器単体の校正前データを用いた当該計器を含む系統単位における 

誤差計算の結果 

 

系統単位における 

許容精度 

系統単位における 

誤差計算結果 
結果 

±１．５８％ 

（±０．００９５ｋＰａ） 

±０．６０％ 

（±０．００３６ｋＰａ） 
許容精度内 

 

■ 系統単位における誤差計算結果は許容精度内に収まっており、安全性

への影響はない。 
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添付資料④

プラントの安全性への影響評価の概要について 

号 機 ２、３、４号機 

計器名 

■ 計器名 ：（２号機） 

・原子炉建屋純水補給水流量計 

（３号機） 

・原子炉建屋純水補給水流量計 

・タービン建屋入口純水補給水流量計 

（４号機） 

・原子炉建屋補給水積算計 

・タービン建屋補給水積算計 

■ 計器種類：積算計 

用 途 

各プラントにおける純水使用量を監視し、保安規定において記録するこ

とが求められている 

 

【保安規定に定める運転上の制限値】 

な し 

 

【定例試験における判定値】 

な し 

安全性への  

影響評価 

 
■ 当該積算流量計は、１日／回のパトロールで異常の有無等を確認して

おり、前回点検以降、欠測または不調となった実績はなく、正常に作

動していると考える。 
 
■ また、保安規定に定める運転上の制限や、定例試験における判定基準

の監視測定のために使用していないことから、安全性への影響はない。

 

備 考 

 
■ 当該計器は、体積式流量計であり、流れてきた水の体積を升で直接測

る構造となっていることから、計器の継続使用にともなう誤差が生じ

にくく、回転部分の摩耗やゴミ噛み等で、歯車が固着して回転しなく

なる様な故障や不具合がなければ、当該計器は正常に動作していると

考える。 
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柏崎刈羽原子力発電所５号機における保安規定違反に関する 

経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について 

 

平 成 24年 ３ 月 16日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、平成24年３月２日、定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所５号機（沸騰水型、

定格出力110万キロワット）において、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定（以

下、保安規定）で、原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業（以下、照射燃料作業）

を実施する際には、中央制御室非常用換気空調系２系列が動作可能であることとされ

ておりますが、平成24年２月25日と２月27日、動作が要求される中央制御室非常用換

気空調系＊1のうち、照射燃料作業（制御棒の移動作業及び使用済燃料の外観点検作業）

時に、定例の点検作業により１系列の外気隔離ダンパ（弁）が閉動作しない状態とな

っており、一時的に運転上の制限＊2を満足していない状態となっていたことを確認し

ました。                  （平成24年３月２日お知らせ済み） 

 

当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より本事象に関する指示文書＊３を受

領いたしましたので、お知らせいたします。 

 

本事象について、これまでの調査の結果、以下のことがわかりました。 

・同発電所５号機の運転員は、当該ダンパ（弁）の上流側に設置されているもう１

台のダンパが動作可能であれば、保安規定に定める運転上の制限を満足するとの

認識があったことから、当該ダンパが動作できない状態で照射燃料作業を許可し

てしまった 

・中央制御室非常用換気空調系の点検は、発電所の社内規定で、照射燃料作業の実

施時期と重ならないよう計画することとされているが、中央制御室非常用換気空

調系の定例点検のうち、当該ダンパの点検のみ、照射燃料作業と同じ時期に計画

していたことに気付かなかった 

 

これらの調査結果より、原因は保安規定に定める運転上の制限についての解釈の認

識が不十分であったこと等によるものと推定しております。 

 

当社は、本日受領した指示文書に基づき、原因および根本原因の究明、ならびに再

発防止対策の策定を行うとともに、その結果について取りまとめ、同院へ報告いたし

ます。 

 

以 上 
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＊１ 中央制御室非常用換気空調系 

   事故時に当直員が過度な被ばくを受けることなく、中央制御室で必要な操作・措置がとれるよう

に独立して設置された空調設備。２系列あり、１系列で100％の容量を有している。 

 

＊２ 運転上の制限 

   保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」が定められており、今回の場合、照射され

た燃料に係る作業を実施する際に、中央制御室非常用換気空調系２系列（ファン２台、フィルタ１

基および必要なダンパ（弁）、ダクト）が動作可能であることが求められている。 

 

＊３ 指示文書 

「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第５号機中央制御室非常用換気空調系の運転に係る

保安規定違反について（指示）」 

（平成24・03・15原院第３号） 

 

原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成24年３月２日、貴社柏崎刈羽原子力発電

所第５号機において、運転上の制限の逸脱が発生したことについて報告を受けました。 

その内容を精査したところ、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」とい

う。)第57条第１項では、原子炉の状態が運転、起動、高温停止及び炉心変更時又は原子炉建屋原

子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において、中央制御室非常用換気空調系は２系列が動作

可能であることを運転上の制限とする旨が規定されていますが、１系列しか動作可能でなかった

状況において、照射された燃料に係る作業が２度実施されており、このことは、保安規定の該当

条項に違反すると判断します。 

当院は、貴社に対し、厳重注意を行うとともに保安規定違反に関し、違反が発生した直接原因

及び組織体制に起因する根本原因を究明し、それらの再発防止策を策定の上、平成24年４月16日

までに、当院に対し報告することを求めます。 
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柏崎刈羽原子力発電所６号機の定期検査開始について 

 

平成 24年３月 21日 

東京電力株式会社 

 

当社は、平成24年３月26日から柏崎刈羽原子力発電所６号機（改良型沸騰水

型、定格出力135万６千キロワット）の第10回定期検査を開始いたします

のでお知らせいたします。 

 

１．定期検査のための停止予定期間 

平成24年３月26日～未定 

（定期検査における停止中の作業予定期間：約２ヶ月半） 

 

２．定期検査を実施する主な設備 

（１）原子炉本体 

（２）原子炉冷却系統設備 

（３）計測制御系統設備 

（４）燃料設備 

（５）放射線管理設備 

（６）廃棄設備 

（７）原子炉格納施設 

（８）非常用予備発電装置 

（９）蒸気タービン 

 

３．定期検査中に実施する主な工事予定 

（１）燃料集合体の取替え 

     燃料集合体872体中212体を取り替えます。 

 

 （２）格納容器内雰囲気モニタ＊取替工事 

格納容器内雰囲気モニタ設備の予防保全として、水素ガス濃度

検出器および酸素ガス濃度検出器を取り替えます。  
 
 （３）津波対策 

津波対策として、以下の設備を配備・設置します。 

・ 緊急用高圧配電盤から原子炉建屋内非常用高圧配電盤への

常設ケーブルの布設 

・ 代替海水熱交換器設備の配備 

・ 原子炉建屋トップベント設備の設置 

 

なお、起動につきましては、国や地元自治体とよくご相談させていた

だき、適切に対応してまいります。 

以 上 
 

＊格納容器内雰囲気モニタ 

原子炉格納容器内の水素濃度、酸素濃度および放射線の監視を行うもの。 
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＜参考＞当社原子力発電所の現況 

 

福島第一・福島第二 

平成23年３月11日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震の影響により、

全号機が運転を停止しております。 

 

柏崎刈羽・１号機（110万キロワット）     定期検査中 

     ２号機（110万キロワット）     定期検査中 

     ３号機（110万キロワット）     定期検査中 

     ４号機（110万キロワット）     定期検査中 

     ５号機（110万キロワット）     定期検査中 

     ６号機（135万６千キロワット）     ３月26日から 

定期検査開始予定 

     ７号機（135万６千キロワット）    定期検査中 

                                              

これにより、当社の保有する原子力発電プラント 17 基（合計 1730.8 万キロ

ワット）全てが停止することとなります。 
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柏崎刈羽原子力発電所１号機の使用済燃料の輸送終了について 

 

平成 24 年３月 22 日 

東京電力株式会社 

 

当社は、柏崎刈羽原子力発電所１号機の使用済燃料輸送を行っておりました

が、本日、下記のとおり終了しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．輸送終了日時  平成 24 年３月 22 日（木） 15 時 27 分 

 

２．輸 送 数 量          ＢＷＲ燃料集合体 152 体・約 26 トンＵ 

                   （輸送容器：ＮＦＴ-38Ｂ型 ４基） 

 

３．搬入側施設名  日本原燃株式会社  使用済燃料受入れ・貯蔵施設 

 

４．輸 送 船 名  六栄丸
ろくえいまる

 

 

以 上 
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＜参考：輸送行程＞ 

（１）柏崎刈羽原子力発電所専用岸壁 

        輸送船接岸時刻               ３月 20 日（火）６時 50 分 

輸送容器荷役開始時刻            〃       ９時 45 分 

        輸送容器荷役終了時刻            〃           14 時 07 分 

        輸送船離岸時刻                  〃         15 時 50 分 

 

（２）荷揚港、使用済燃料受入れ・貯蔵施設 

輸送船接岸時刻                  ３月 22 日（木）７時 45 分 

輸送容器荷役開始時刻             〃     11 時 50 分 

        輸送容器荷役終了時刻            〃     13 時 14 分 

        陸送開始時刻                     〃     14 時 35 分 

        陸送終了時刻（受入れ施設への到着時刻）   〃     15 時 27 分 
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（お知らせ） 

 
柏崎刈羽原子力発電所６号機の原子炉停止操作実績について 

 
平成 24 年３月 26 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 
柏崎刈羽原子力発電所 

 
当所６号機は、第 10 回定期検査のため、昨日から原子炉停止操作を実施して

まいりましたが、本日、原子炉を停止しましたのでお知らせいたします。 

停止操作の実績は以下のとおりです。 

 

○ 発電機出力降下作業開始      ３月 25 日 午後２時 

○ 発電機解列            ３月 25 日 午後 11 時 59 分 

○ 原子炉停止（全制御棒全挿入）   ３月 26 日 午前１時 46 分 

 
 

以 上 
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平成 24 年度使用済燃料等の輸送計画について 

 
平成 24 年３月 30 日 

東京電力株式会社 

 

 当社は、平成 24 年度の使用済燃料および低レベル放射性廃棄物の日本原燃株

式会社(青森県六ヶ所村)向け輸送ならびに当社原子力発電所への新燃料の輸送

について、以下のとおり計画しておりますので、お知らせいたします。 

 
１． 平成 24 年度 使用済燃料輸送計画 

・輸送数量 38 体，約７トンＵ（ＮＦＴ型キャスク １基） 

 
輸送時期 輸送数量 輸送容器型式・基数 搬出元 

第３四半期 ＢＷＲ燃料 38 体 約７トンＵ ＮＦＴ－38B型 １基 柏崎刈羽原子力発電所

トン U：燃料集合体中の金属ウラン重量  

（注）上記計画は、悪天候等により変更になることがあります。 

 

 

２． 平成 24 年度 低レベル放射性廃棄物輸送計画 

・輸送数量  1,400 本（ＬＬＷ－１型コンテナ  175 個） 

・輸送回数    １回 

 
輸送時期 輸送数量 輸送容器型式・個数 搬出元 

11 月 1,400 本 ＬＬＷ－１型 175 個 柏崎刈羽原子力発電所 

（注）上記計画は、悪天候等により変更になることがあります。 

 

 

３． 平成 24 年度 新燃料輸送計画 

・輸送数量  232 体 

 

輸送時期 輸送数量 受入先 搬出元 

第１四半期 232 体 柏崎刈羽原子力発電所１号機 原子燃料工業（株） 

（注）輸送予定数量、予定時期は変更になることがあります。 

 

 

以 上 
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柏崎刈羽原子力発電所における長期停止中プラントの 

計測制御設備の保守管理不備に係る報告書の再提出について 

 

平成24年３月30日 

東京電力株式会社 

 

当社は、プラント停止が長期化している柏崎刈羽原子力発電所２～４号機の社内の自主

管理の目安時期を過ぎた主要な計器のうち、保安規定でプラント停止中に機能要求が

ある計93台について、健全性の確認および安全性への影響評価を実施し、いずれも「健

全性に問題がない」または「プラントの安全性への影響がない」と評価したことにつ

いて、平成24年３月16日に経済産業省原子力安全・保安院へ報告いたしました。 

（平成24年３月16日までにお知らせ済み） 

 

その後、同院への報告書の説明にあたり、報告書を再確認したところ、添付資料に

７箇所の誤りを確認したことから、当社は本日、これらの誤りを訂正し、報告書を再

提出いたしましたのでお知らせいたします。 

これらの誤りについては評価に影響を及ぼすものではありません。 

 

当社は、今回の報告書の再確認にあたって、確認方法を明確化した要領書を作成し

て報告書に誤りがないか確認するとともに、計器の所管部署とは異なる部署によるダ

ブルチェックを実施いたしました。 

今後の報告においても、これらの体制のもと細心の注意を払いながら、適切に対応

してまいります。 

 

 

以 上 

 

 

別添資料：「計測制御設備の保守管理不備に係る報告について（その１）」に関する

記載誤りについて 
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＜別添資料＞ 

 

「計測制御設備の保守管理不備に係る報告について（その１）」 

に関する記載誤りについて 

 

以下の７つの計器については、誤差に関する点検結果が許容精度の範囲内に収ま

っている等、計器の健全性に影響を与えるものではありません。 

 

■ 柏崎刈羽原子力発電所２号機 

① 燃料プール冷却浄化系ろ過装置入口導電率計の誤差に関する点検結果 

訂正後（正）：許容精度 ±0.40％＊、点検結果 －0.09％＊ 

訂正前（誤）：許容精度 ±0.50％＊、点検結果 －0.10％＊ 

 

② 原子炉水位、スキマサージタンク水位、サプレッションプール水位計の誤差 

に関する点検結果 

訂正後（正）：許容精度 ±0.55％＊、点検結果 0.20％ 

訂正前（誤）：許容精度 ±0.50％＊、点検結果 0.20％ 

 

■ 柏崎刈羽原子力発電所３号機 

③ 原子炉建屋外気差圧計の誤差に関する点検結果 

訂正後（正）：許容精度 ±1.50％、点検結果 1.00％＊ 

訂正前（誤）：許容精度 ±1.50％、点検結果 0.34％＊ 

 

④ 原子炉水導電率計の誤差に関する点検結果 

訂正後（正）：許容精度 ±0.40％、点検結果 0.04％＊ 

訂正前（誤）：許容精度 ±0.40％、点検結果 0.05％＊ 

 

 ⑤ 原子炉建屋外気差圧計の安全性への影響評価 

   訂正後（正）：系統単位における許容精度 ±1.58％ 

系統単位における誤差計算結果 ±0.63%＊ 

   訂正前（誤）：系統単位における許容精度 ±1.58％ 

系統単位における誤差計算結果 ±0.60%＊ 

 

■ 柏崎刈羽原子力発電所４号機 

⑥ 非常用ガス処理系排気流量計の誤差に関する点検結果 

訂正後（正）：許容精度 ±0.50％、点検結果 0.19%＊   

訂正前（誤）：許容精度 ±0.50％、点検結果 0.15%＊ 

 

 ⑦ 純水補給水系積算流量計の安全性への影響評価 

   訂正後（正）：タービン建屋補給水積算流量計の測定範囲 16～84m3/h＊ 

      訂正前（誤）：タービン建屋補給水積算流量計の測定範囲 15～110m3/h＊ 

 

 ＊ 下線部が記載誤り箇所 

以 上 
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当社原子力発電所における株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁の 

設置状況等に関する経済産業省原子力安全・保安院への報告について 

 

平成 24 年３月 30 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、平成 22 年 10 月 12 日、経済産業省原子力安全・保安院より、株式会社首藤

バルブ製作所にて製造された弁に関する設置状況等の調査の指示および注意喚起を受け

ました。 

 

その後、この指示に基づき、当社原子力発電所における株式会社首藤バルブ製作所（以

下、「首藤バルブ」という。）にて製造された弁の設置状況に関する調査等を実施して

おりましたが、その結果について、報告書をとりまとめ、本日、同院へ報告いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 

調査の結果、福島第一原子力発電所で36台（鋳造弁10台、鍛造弁26台）、福島第二

原子力発電所で187台（鋳造弁３台、鍛造弁184台）、合計223台の首藤バルブ製弁が設

置されていることを確認しました。 

なお、柏崎刈羽原子力発電所では首藤バルブ製弁が設置されていませんでした。 

 

これらの弁については、技術基準の適合性に問題のないこと、設置当時の調達管理に

問題のなかったことを確認しました。鍛造弁については、製造プロセスを確認し、材料

検査成績書のねつ造がないことを確認しました。 

また、今後については、東北地方太平洋沖地震の影響で使用しない弁は特段の対応を

行わず、それ以外の弁は地震後の健全性確認において問題がなかったこと、および設備

の長年の使用において不具合が発生していないことから、今後の使用にあたっても問題

がないことを確認しておりますが、弁が設置されている設備の更新に合わせて取替えを

行います。 

 

以 上 

 

 

○添付資料 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁の原子力施設における設置状況等に 

関する報告の概要 
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（添付資料） 

 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁の 

原子力施設における設置状況等に関する報告の概要 

 

１．経緯 

 加圧水型原子炉施設に納入されていた株式会社首藤バルブ製作所（以下，首藤バルブ）が製作

した弁の材料試験成績書がねつ造されていた事実が確認されたことを受け，原子力安全・保安院

指示文書「株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁の原子力施設における設置状況等につい

て（指示）」において，以下を取りまとめ報告することが示された。 

・首藤バルブ製弁の設置状況 

・首藤バルブ製弁が設置されている場合には，その技術基準の適合性の確認，調達管理状況等

の調査，当該弁に係る今後の保守管理上の対応 

 

２．調査結果 

(1)首藤バルブ製弁の設置状況 

 福島第一原子力発電所，福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所における首藤バル

ブ製弁の設置状況を調査した結果，以下のとおり，福島第一原子力発電所で３６台，福島第二

原子力発電所で１８７台，合計２２３台の首藤バルブ製弁が設置されていることを確認した。 

 なお，柏崎刈羽原子力発電所では首藤バルブ製弁の設置は確認されなかった。 

 

発電所・号機 機器名 弁種別 台数 合計 

工事用変電設備 鍛造弁 ２６台 

非常用ディーゼル 

発電設備燃料油系 
鋳造弁 ４台 福島第一原子力発電所１号機 

発電機防災設備 鋳造弁 ６台 

３６台 

鍛造弁 １８４台 
福島第二原子力発電所 共通 開閉所設備 

鋳造弁 ３台 
１８７台 

福島第一，福島第二 合計 ２２３台 

 

(2)技術基準適合性の確認及び弁の健全性について  

(a)電気設備 

 対象弁が設置されていた福島第一原子力発電所工事用変電設備，発電機防災設備，福島第

二原子力発電所開閉所設備といった電気設備の弁については技術基準上の要求事項はないが，

上記設備の系統機能及び弁の健全性について問題ないことを以下により判断した。 

・接近可能な弁について外観点検を実施し漏えい等の異常のないこと。 

・弁周辺が充電されていて接近できない開閉所設備の鋳造弁（３台）については，設備周辺

に油漏えいがないこと。 

 
34



・日常の巡視点検において開閉所の機能に異常が発生していないこと。 

・確認できる範囲で過去の点検結果を確認し漏えい等の異常がなかったこと。 

 

 また，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震後に対象弁について可能な限

り外観点検を行った結果，漏えい等の異常はないこと，福島第一原子力発電所工事用変電設

備，福島第二原子力発電所開閉所設備は，東北地方太平洋沖地震後にも異常なく外部電源を

受電していることから，対象弁の健全性に問題はなかったと判断した。 

 

(b)非常用ディーゼル発電設備燃料油系 

 福島第一原子力発電所１号機の非常用ディーゼル発電設備については，現在，東北地方太

平洋沖地震の影響により機能を喪失しており，今後使用の可能性はないことから，技術基準

の適合性について，機能を喪失する以前の状況を基に確認した結果，以下のことから，技術

基準適合性に問題はないことを判断した。 

・定期検査毎に行われる定期事業者検査（ディーゼル発電機，非常用炉心冷却系機能検査）

において，系統機能の健全性を確認していたこと。 

・月毎に定例試験（データ採取，異音・異臭・振動・漏えい確認）を行い，系統機能の健全

性を確認していたこと。 

・対象弁について，首藤バルブ製弁であることを確認した後，外観点検を実施しており，系

統機能に影響する異常のないことを確認していたこと。 

・日常の巡視点検において，対象弁から燃料漏えいなどの異常のないことを確認していたこ

と。 

 

 また，平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震において，福島第一原子力発

電所１号機が緊急停止した後，外部電源の喪失により非常用ディーゼル発電設備が自動起動

しその電圧が正常に確立したこと（14 時 47 分），および津波により１号機建屋内が浸水し全

交流電源が喪失するまでの間において，非常用ディーゼル発電設備の運転や非常用ディーゼ

ル発電設備の負荷の運転を過渡現象記録装置，記録計のトレンド，および関係者への聞き取

りにより確認している（「福島原子力事故調査報告書（中間報告書）」（平成 23 年 12 月２日）

より）ことから，結果として対象弁の健全性に問題はなかったと判断した。 

 

(3)調達管理状況の調査について 

 対象弁は，電源設備の構成部品として機器納入メーカから調達したものや，設備設置後の請

負工事において交換用部品として工事施工会社を通して調達したものであり，当社が直接，首

藤バルブから調達したものではない。 

 福島第一原子力発電所に設置されている対象弁については，調達当時の資料が確認できない

状況であることから詳細は把握できなかったが，当社から弁個別の調達要求はしておらず，系

統全体の試験などにより，品質に問題のないことを確認していたと考えられる。 

 福島第二原子力発電所に設置されている対象弁については，当時の調達要求事項の実施状況

を確認した結果，適切に調達管理が行なわれ，調達要求事項を満足していることを確認した。 
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３．今後の対応 

 当社に設置されている首藤バルブ製弁について，以下の通り対応する。 

・福島第一原子力発電所１号機の工事用変電設備については，東北地方太平洋沖地震後の事故後

の電源強化工事の中で，接続していた東電原子力線を新設の南側６６ｋＶ開閉所に切り替えて

おり，当該設備を廃止していることから，特段の対応は行わないこととする。 

・福島第一原子力発電所１号機で対象弁が設置されていた発電機防災設備及び非常用ディーゼル

発電設備燃料油系については，東北地方太平洋沖地震に伴う津波による設備の水没等により再

使用の可能性がないことから，特段の対応は行わないこととする。 

・福島第二原子力発電所の対象弁のうち鍛造弁については製造過程で材料試験成績書のねつ造が

ないこと，東北地方太平洋沖地震後の健全性確認において問題がなかったこと，設備の長年の

使用において不具合が発生していないことから，対象弁の健全性に問題はないと判断し，継続

使用する。当該弁の継続使用にあたり，今後も引き続き漏えい等の異常がないことを日常の巡

視点検により確認する。 

・福島第二原子力発電所の対象弁のうち鋳造弁については，東北地方太平洋沖地震後の健全性確

認において問題がなかったこと，設備の長年の使用において不具合が発生していないことから，

対象弁の健全性に問題はないと判断し，継続使用する。当該弁の継続使用にあたり，今後も引

き続き漏えい等の異常がないことを日常の巡視点検により確認する。また，今後の設備更新に

合わせ対象弁を交換する。 

・本事象に鑑み社内及び調達先へ本事象の周知を行い，調達先の監査実施等を含め引き続き当社，

供給者一体となってコンプライアンスの徹底に努めていくこととする。 

 

以上 
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平成 24 年度供給計画の届出について 

 

平成 24 年３月 30 日 

東京電力株式会社 

 

当社は、本日、経済産業大臣に「平成 24 年度供給計画」を届出いたしましたので、   

お知らせいたします。 

 

 なお、この「平成 24 年度供給計画」においては、電力需要ならびに供給力の見通しは、

ともに未定といたしました。また、電源設備計画、流通設備計画、広域運営の概要につ

いては、別紙をご参照ください。 

 

 

 

以 上 
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11 電源設備計画

GT：23/8,23/9,24/7
ST：26/4,26/6,26/7150千葉3号系列

GT：24/7
ST：26/5,26/7,26/6124.8鹿島7号系列

25/2，28/7，29/7192川崎2号系列

34年度以降，26/580葛野川3,4号
揚水式水力

24/7，34年度以降235神流川2,3～6号
新エネルギー 26年度1.837東伊豆風力

LNG火力

34年度以降213五井1号系列

25/12100常陸那珂2号
石炭火力

未定各138.5東通1, 2号

25/1260広野6号

計画中止各138福島第一7,8号
原子力

運転開始年月出力（万kW）地点名電源種別

【【主要な電源開発計画主要な電源開発計画】】

22 流通設備計画

（注） 送電の規模欄は亘長，変電の規模欄は増加出力を示す

【【主要な送変電設備計画主要な送変電設備計画】】

33 広域運営

未定138.3電源開発㈱大間原子力

運転開始年月出力（万kW）開発会社地点名

25/2
（18/3一部使用）

容量30万kW 
[中部電力㈱実施］

東清水変電所
周波数変換装置

50Hz-60Hz
連系

運転開始年月内容名称広域連系

【【電源の広域開発計画電源の広域開発計画】】

【【広域連系設備の整備計画広域連系設備の整備計画】】

平成24年度供給計画の概要

24/325.3常陸那珂DE,GT緊急設置電源

廃止年月出力（万kW）地点名電源種別

【【緊急設置電源の廃止計画緊急設置電源の廃止計画】】

【【主要な電源の廃止計画主要な電源の廃止計画】】

24/4281.2福島第一1～4号原子力

廃止年月出力（万kW）地点名電源種別

（注） GT：ガスタービン、ST：蒸気タービン

（別紙）

（注） DE：ディーゼルエンジン

25/6450MVA / ▲220MVA275京浜変電所取替

23/7廃止▲1,000MVA500新福島変電所

28/1122.2km275川崎豊洲線新設送電

34年度以降600MVA275代官山変電所新設

25/41,500MVA500新茂木変電所増設

計画中止1,500MVA / ▲1,000MVA500新福島変電所取替

変電

26/430.7km275千葉葛南線新設

26/6110.4km500西上武幹線新設

運転開始年月規 模電圧（kV）件 名
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使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒におけるひびの調査結果に関する 

経済産業省原子力安全・保安院への報告について 

 

平 成 24年 ４ 月 ９ 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、平成22年10月27日に制御棒の研究材料サンプル採取の準備＊１の一環として、

柏崎刈羽原子力発電所７号機の使用済燃料プールに保管している使用済ハフニウムフラ

ットチューブ型制御棒＊２２本の外観点検を行ったところ、１本の制御棒のタイロッド＊３

の中央部１箇所に、ほぼ全周にわたって微細なひび（最大幅約0.3mm）を確認いたしまし

た。 

この事象を受け、平成22年11月１日に、経済産業省原子力安全・保安院から、ひびの

状況および発生原因の調査を行うとともに、今回ひびが確認された制御棒の健全性と同

じ仕様の制御棒のひびの有無および健全性を確認するよう求める旨の指示文書＊４を受

領いたしました。 

その後、外観点検を進めた結果、同７号機の全71本中28本の制御棒のタイロッド部に

ひびを確認（平成22年10月27日に確認した１本を含む）しましたが、いずれも今回の件

を受けて実施した健全性評価の範囲内のひびであり、制御棒の構造健全性および制御棒

挿入機能は確保され、安全上の問題はありません。 

 また、福島第一原子力発電所１号機、４号機、福島第二原子力発電所２号機、柏崎刈

羽原子力発電所４号機、５号機の同型の使用済制御棒全29本についても点検を実施し、

タイロッド部にひびは確認されませんでした。 

（平成24年２月１日までにお知らせ済み） 

 

その後、ハフニウムフラットチューブ型制御棒のタイロッド部に発生したひびについ

て、その原因と対策をとりまとめ、本日、原子力安全・保安院へ報告いたしましたので

お知らせいたします。 

 

 調査の結果、ひびはタイロッド部に発生する場合と、シース＊５とタイロッドの溶接部

に発生する場合があり、それぞれ以下の原因で発生したものと推定いたしました。 

 

・タイロッド部のひび 

 ①ひびが発生したタイロッドは、製造時に機械加工を行っており、加工に伴い表面に

  硬化層が形成されたこと。 

 ②原子炉内での使用に伴い硬化層に応力腐食割れによる微小なひびが発生したこと。 

 ③中性子照射と溶接残留応力の作用により照射誘起型応力腐食割れ＊６でひびが進展

したこと。 

 

  
 
39



 

 

・シースとタイロッドの溶接部のひび 

 ①シースとタイロッドの溶接部に、溶接時の溶け込み不足によって隙間が形成された

  こと。 

 ②原子炉内での使用に伴い隙間部に腐食による微小なひびが発生したこと。 

 ③中性子照射と溶接残留応力の作用により照射誘起型応力腐食割れで、ひびが進展し

  たこと。 

 

これらの対策として、今後、同型制御棒の製造にあたっては、シースとタイロッドの

溶接部に隙間を発生させないような施工方法や、タイロッド加工方法の改善等の検討を

行ってまいります。 

 

 なお、平成22年12月８日に原子力安全・保安院へ報告した健全性評価に係る報告書お

よび平成23年１月７日に同院へ報告した外観点検結果に係る報告書において、評価結果

に影響を及ぼさない誤記が確認されたことから、本日、誤記を訂正した報告書を再提出

いたしました。 

 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

別紙１：使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒におけるひびの調査結果につ

いて（概要） 

別紙２：ひびの発生メカニズム 

 

＊１ 制御棒の研究材料サンプル採取の準備 

今回、タイロッドに微細なひびを確認した制御棒は、第４回定期検査（平成14年４月～平成1

4年８月）において原子炉内から取り出した後、使用済燃料プールで保管していたが、平成18

年１月に、当社福島第一原子力発電所６号機で確認された類似事象の調査のため、平成18年４

月に外観点検を行い、シース部分に健全性には影響のないひびがあることを確認している。 

このため、ハフニウム照射特性の知見を拡充する観点から、電力共通研究「ハフニウム制御

棒の健全性評価研究」の一環として、当該制御棒のシース部分のひびの発生原因等の調査を実

施することとしており、調査のためのサンプル採取に先立ち、試験片の採取位置の状態を確認

するために詳細な外観点検を実施していた。 

 

＊２ ハフニウムフラットチューブ型制御棒 

    高い中性子吸収能力を有するハフニウムを、平たい筒状に成形して中性子吸収材として使用

した制御棒。 

 

＊３ タイロッド 

   制御棒の構造部材の一つで、ハフニウムを包んでいる金属板（シース）やハンドルを接続し

ているもの。 
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＊４ 指示文書 

「制御棒のひびに関する対応について（指示）」 

（22原企課第110号） 

 原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、貴社から、柏崎刈羽原子力発電所第７号機にお

いて使用されていた使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒においてひびが認められたとの報

告を受けました。 

現在運転中である柏崎刈羽原子力発電所第７号機において同型の制御棒が25本使用されているこ

とから、当院は貴社に対し下記の対応を求めることとします。 

 

記 

 

１．現在運転中である柏崎刈羽原子力発電所第７号機の原子炉において使用されているハフニウムフ

ラットチューブ型制御棒については、構造強度に係る健全性評価及び制御棒の挿入性等の技術基準

適合性を含む安全性の評価を確定し、速やかに報告すること。 

また、至近の定期事業者検査までの間、運転中における当該制御棒の動作確認を行い、その結

果を報告すること。 

さらに、至近の定期事業者検査において当該制御棒のひびの有無について確認を行い、ひびが

確認された場合は、以下に示す対応を行い、その結果を速やかに報告すること。 

（１）ひびの状況及び発生原因を調査すること 

（２）製造及び中性子照射量等を含む運転の履歴を調査すること 

（３）構造強度に係る健全性評価及び制御棒の挿入性等の技術基準適合性を含む安全性の評価

を行うこと 

 

２．今般ひびが確認された使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒については、１．（１）、（２）、

（３）に示す対応を行い、その結果を速やかに報告すること。 

 

３．現在停止中の原子炉に装荷又は使用済みとして保管しているハフニウムフラットチューブ型制御

棒がある場合には、ひびの有無について確認し、ひびが確認された場合は、１．（１）、（２）、

（３）に示す対応を行い、その結果を速やかに報告すること。 

 

＊５ シース 

    制御棒の構造部材の一つで、ハフニウムを包んでいる金属板。 

 

＊６ 照射誘起型応力腐食割れ 

中性子照射の影響により金属の組織が変化することに起因する応力腐食割れ（IASCC：Irrad

iation-Assisted Stress Corrosion Cracking）。残留応力が残った状態で、ある程度以上の中

性子照射を受けた際に発生しやすくなる。 
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１．事象の概要 

当社で使用していたハフニウムフラットチューブ型制御棒全数について外観点検を実施した結

果、柏崎刈羽原子力発電所７号機の使用済燃料プールで保管している使用済制御棒 28 本に、「タ

イロッド部」と「シースとタイロッドの溶接部」にひびを確認した。 

  

＜各原子力発電所で保管している同型の使用済制御棒の外観点検結果＞ 

プラント名 保管本数 点検本数 

「タイロッド部」と「シ

ースとタイロッドの溶

接部」にひびを確認した

制御棒の本数 

福島第一１号機 ９ ９ ０ 

福島第一４号機 ８ ８ ０ 

福島第二２号機 ４ ４ ０ 

柏崎刈羽４号機 ４ ４ ０ 

柏崎刈羽５号機 ４ ４ ０ 

柏崎刈羽７号機 71 注１） 71 注１）注２）   28 注２） 

 注１）平成 23 年８月から実施中の定期検査において取り出した同型制御棒 25 本を含む。 

注２）電力共通研究のために当初点検した制御棒２本を含む。 

 

２．使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒のひびの発生原因に関する調査結果 

 

（１）ひびの外観点検結果 

・外観点検により「タイロッド部のひび」と「シースとタイロッドの溶接部のひび」の２種類

のひびが確認されたが（下図参照）、そのひびの幅はいずれも 0.3mm 以下と微細なもので、制

御棒の挿入性に影響を及ぼすような変形や段差等は確認されなかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ひびを確認した同型制御棒の製造履歴に関する調査結果 

・制御棒の製造時の材料記録、外観寸法記録、製造工程、溶接施工記録の異常は確認されなか

った。 

・ひびは 1996 年製の同型制御棒 10 本と 2002 年製の同型制御棒 18 本に確認されたが、いずれ

も「タイロッド部のひび」と「シースとタイロッドの溶接部のひび」があり、制御棒の製造

時期によるひびの差異はなかった。 

・ひびを確認した同型制御棒には、溶接前にあらかじめタイロッド側の溶接部（段差）に機械

加工による寸法調整を行っていた。 

（３）ひびを確認した同型制御棒の使用環境、中性子照射量について 

・同型制御棒を使用していた期間に、原子炉圧力や原子炉水温度、原子炉水質等の使用環境に

異常はなかった。 

・同型制御棒のうち制御棒全体の熱中性子の照射量（制御棒を高さ方向に４分割してそれぞれ

の部分で算出した平均値）の最大値が 4.1×1025n/m2以上のものだけにひびが発生しており、

ひびが発生した箇所の局所的な熱中性子の照射量を評価したところ、熱中性子照射量で 2.1

×1025n/m2（高速中性子照射量で 2.4×1025n/m2）以上であり、一般的に照射誘起型応力腐食割

れ（ＩＡＳＣＣ）が発生する確率が高まるとされている高速中性子照射量（1.0×1025n/m2）

を上回っていた。 

（４）模擬試験体を用いた調査結果 

・同型制御棒の製造時の状態を模擬した試験体にて評価した結果、溶接箇所周辺にひびを進展さ

せる可能性のある引張残留応力があることが分かった。 

（５）照射後試験施設における調査結果 

・製造時期やひびの部位が異なる４本の 

同型制御棒についてひびのサンプルを採 

取し、その破面を詳細に観察した結果、 

中性子の照射に伴う硬化等の材料の劣化 

や、応力腐食割れの特徴である粒界割れ 

やひびの枝分かれが確認された。（右図参照） 

 

 

（６）新潟県中越沖地震の影響に関する調査結果 

・平成 19 年７月の地震発生当時、原子炉内で使用または使用済燃料プールで保管していた同型

制御棒には、ひび周辺に地震荷重等の外力が作用したことに伴う変形はなく、地震により発

生する応力を評価した結果、破壊に至るような応力は作用していないことを確認したことか

ら、地震によりひびが発生・進展したものではないと評価した。 

 

３．ひびの発生原因とメカニズム 

 別紙２「ひびの発生メカニズム」参照 

 

４．再発防止対策 

ひびの発生原因に対応して、今後、以下の対策を検討する。なお、これらの対策を行っていな

いハフニウムフラットチューブ型制御棒については今後継続使用しないこととする。 

（１）シースとタイロッドの溶接部に隙間を発生させないような溶接方法の改善の検討 

（２）残留応力を低減するような溶接方法等の改善の検討 

（３）表面硬化層の発生を抑制するようなタイロッドの機械加工方法の改善の検討 

以 上 

使用済ハフニウムフラットチューブ型制御棒におけるひびの調査結果について（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハフニウム 

フラット 

チューブ 

シース 

タイロッド 

シース・ 

タイロッド 

溶接部 

タイロッド 

溶接部 

タイロッド部で発生したひびの 

イメージ図 

ひび 

シースとタイロッドの溶接部で 

発生したひびのイメージ図 

溶接部 

ひび 

制御棒を上から見た概略図 

＜別紙１＞ 

（ひびの破面の顕微鏡観察） 

0.1mm 

粒界割れ破面

 4
2



翼端

タイロッド

機械加工部に表面
硬化層が形成

（１）製造時

（２）炉内使用時

 

（ひびの発生）

Ⅰ．タイロッド部に発生するひびのメカニズム

冷却孔
溶接部

タイロッドシース

①寸法調整のための機械加工によりタイロッドに表面硬化層が形成され、溶接部
の近傍には溶接の際の引張応力が残留。

翼端

タイロッド

微小なひびが発生

②原子炉内での使用に伴い、タイロッドの表面硬化層に応力腐食割れによる微小
なひびが発生。

シース タイロッド

冷却孔溶接部

（３）炉内使用時

 

（ひびの進展）

③中性子照射量の増加により、
材料の劣化が進行。

 

④溶接残留応力と中性子照射
による、照射誘起型応力腐
食割れによりひびが進展。

タイロッド

ひびの領域

冷却孔
溶接部

タイロッド
シース

ひび

＜別紙２＞ひびの発生メカニズム

推定されるき裂進展方向

 
43



タイロッド

冷却孔溶接部

①溶接時の溶け込み不足によりシースとタイロッド間の隙間が形成、
溶接部の近傍には溶接の際の引張応力が残留。

シース タイロッド

冷却孔溶接部

②原子炉内での使用に伴い、シースとタイロッド間の隙間部が腐食により
微小なひびが発生。

（１）製造時

（２）炉内使用時

 

（ひびの発生）

Ⅱ．シースとタイロッドの溶接部に発生するひびのメカニズム

 

（１／２）

シース タイロッド

溶接部

隙間

シース

シース
タイロッド

溶接部

隙間

微小なひびが発生
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③中性子照射量の増加により、材料の劣化が進行。

 

④溶接残留応力と中性子照射による、照射誘起型応力腐食割れによりひびが進展。

（３）炉内使用時

 

（ひびの進展）

シースとタイロッドの溶接部に発生するひびのメカニズム （２／２）

推定されるき裂進展方向

シース

溶接部

タ
イ
ロ
ッ
ド

溶接部

隙間（ひび起点）

ひびの領域

シース タイロッド

冷却孔溶接部

ひび
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：３月８日） 

平成 24 年３月８日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 24 年３月２日から３月８日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

○平成 24 年３月９日から３月 15 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

○平成 24 年３月４日から３月 31 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 

○その他 

・不適合情報（中越沖地震関連、ＧⅠ、ＧⅡ、ＧⅢグレード、対象外） 

（含む、中越沖地震関連、Ａｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄグレード、対象外） 

平成 24 年２月１日～29 日 

（平成 19 年７月 16 日～累計） 

件数 
０件 

（3,773 件） 

※ 新潟県中越沖地震発生後、これまでに発生・審議した不適合情報について再精査したところ、中越

沖地震対象外であったもの１件を確認いたしましたので、２月分の集計に合わせて訂正いたしました。 

 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：３月 15 日） 

平成 24 年３月 15 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 24 年３月９日から３月 15 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 24 年３月 16 日から３月 22 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 24 年３月 11 日から４月７日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：３月 22 日） 

平成 24 年３月 22 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 24 年３月 16 日から３月 22 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 24 年３月 23 日から３月 29 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 24 年３月 18 日から４月 14 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：３月 29 日） 

平成 24 年３月 29 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 24 年３月 23 日から３月 29 日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 24 年３月 30 日から４月５日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 24 年３月 25 日から４月 21 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 

 

以 上 
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新潟県中越沖地震後の点検・復旧作業の状況について 

（週報：４月５日） 

平成 24 年４月５日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社柏崎刈羽原子力発電所における新潟県中越沖地震後の主な点検・復旧作業の状況お

よび不適合についてお知らせいたします。 

 

主な点検・復旧状況 

○平成 24 年３月 30 日から４月５日までに点検および復旧を完了したもの 

・なし 

 

○平成 24 年４月６日から４月 12 日までに点検および復旧を開始するもの 

・なし 

 

○平成 24 年４月１日から４月 28 日までの主な点検・復旧作業実績・予定 

・「新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の 

主な点検・復旧作業予定（４週間工程）」・・・別紙 

 

以 上 
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 別紙

項　　　目 点検・復旧状況

２号機 タービン設備関連 タービン点検 Tb Tb Tb Tb
H21/12/ ７ より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
H23/12/12より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業開始。

その他設備関連 主発電機点検 E E E E H20/３/19より点検開始。

耐震強化関連 配管等サポート Rx Rx Rx Rx H23/２/１より強化工事開始。

３号機 原子炉設備関連 原子炉格納容器閉鎖作業 Rx H23/３/３閉鎖作業開始。

系統健全性確認 系統機能試験 運転評価 運評 運転評価 運転評価 H22/11/16より試験開始。

４号機 タービン設備関連 タービン点検 Tb Tb Tb Tb
H21/８/３より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
H22/７/５より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）復旧作業開始。

その他設備関連 主発電機点検 E E E E H20/１/15より点検開始。

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 E E E E H21/６/12より搬入・据付作業開始。

耐震強化関連 配管等サポート Rx Rx Rx Rx Ｈ23/１/17より強化工事開始。H23/６/27より原子炉圧力容器付属構造物強化作業開始。

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※全号機、定期検査中です。

４月15日（日）～４月21日（土）

【点検・復旧状況】
◆平成24年４月１日（日）～平成24年４月28日（土）

設　備 ４月８日（日）～４月14日（土） ４月22日（日）～４月28日（土）４月１日（日）～４月７日（土）

平成24年４月５日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／1）

 5
1
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東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版） 

 
１． 至近１ヶ月の総括と今後の取組 

① プラントの安定状態維持・継続に向けた計画 

 ２号機原子炉格納容器内部調査（前回１／１９に実施） 

２回目の格納容器内部調査の結果，格納容器内滞留水の水位が格納容器底部より約 60cm の

位置にあること，水温が約 50℃であることを確認（３／２６）（図１参照）。また，雰囲気

線量は 大約 73Sv/h（３／２７）。 

 ２号機圧力容器代替温度計の設置 

２号機原子炉圧力容器底部温度計の計器故障等を受け，代替温度計の設置を検討中。温度計

の挿入の可能性がある配管を数箇所抽出し，雰囲気線量の確認等の現場調査を実施（３／１

５～２２）。本調査にて候補として残ったジェットポンプ計装Ｂ系，ホウ酸水差圧検出およ

び移動式炉心計装については，作業を前提として，寸法計測，配管表面温度計測等の詳細調

査を実施（３／２８～予定）（図２参照）。 

 多核種除去設備の検討・設計 

現行の水処理施設の処理水に含まれる放射性物質濃度をより一層低く管理するため，多核種

除去設備を導入予定。準備工事として，森林伐採・敷地造成を実施中（３／１～３月末予定）。 

基礎試験の結果，除去対象として着目した核種の内，γ核種及びα核種については，検出限

界値未満まで除去できることを確認済。なお，β核種については，告示濃度限度未満となる

ことが確認されたものの，一部のβ核種（８９Ｓｒ，９０Ｓｒ，９０Ｙ）が僅かに検出されてい

るため，更なる浄化のための設備設計を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 発電所全体の放射線量低減・汚染拡大防止に向けた計画 

 更なる汚染拡大防止対策 

取水路前面エリアの海底土を固化土により被覆。現地試験施工（２／２８～３／１３）の

結果を受け，固化材の配合見直し等を実施した上で本格施工開始（３／１４～６月予定）（図

３参照）。３月に実施を予定していた５，６号機側へのシルトフェンス追加設置については，

被覆工事の進捗に合わせて４月下旬～５月に実施予定。 

 格納容器ガス管理システムの設置・運転 

３号機で格納容器のガスを抽出管理する装置の本格運転開始（３／１４～）。１，２号機運

転中。 

 敷地境界における実効線量低減 

・ 敷地境界線量の低減のため，一時保管施設の準備工事（２／１３～４月中旬）の内，底

部遮水シートの敷設等を実施中。 

・ モニタリングポストでの，放射性物質の異常放出検知の精度を向上するため，周辺の環

境改善（森林の伐採，表土の除去，遮へい壁の設置）を実施中（２／１０～４月末予定）

（図４参照）。ＭＰ－２，５，６において，目標値まで線量低減達成（３／２２時点）。 

 飛散瓦礫調査の実施 
瓦礫の拡散状況の確認のため，１～４号機の中心からモニタリングポスト１～８に向けて，

構内を踏査（３／２６～３０予定）。 
 敷地内除染の適用性試験 

アスファルト舗装や草地・法面を対象に，複数の手法（集じんシステム，ドライアイスブラ

スト，超高圧洗浄など）による除染効果の確認を行い，今後の本格的な敷地内除染に向けた

知見を得る（４月上旬～５月上旬予定）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 使用済燃料プールからの燃料取出計画  

 ３，４号機原子炉建屋上部瓦礫撤去（継続）（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０ １ ２ 年 ３ 月 ２ ８ 日

原子力災害対策本部

政府・東京電力 中長期対策会議

運営会議

図３：１～４号機取水路前面エリアでの 

海底土被覆本格施工の様子 

 

図２：２号機圧力容器代替温度計現場調査結果

図５：３，４号機原子炉建屋上部瓦礫撤去の様子 

３号機原子炉建屋 上部瓦礫撤去用構台設置〔東側〕 ４号機原子炉建屋 天井クレーンガーター撤去作業 

 樹木の伐採・抜根と表土の除去

フェンス 

森林の伐採・表土除去 
 

樹木の伐採のみ
表土の除去はしない

表土の除去 

遮へい壁設置＋森林伐採 

図４：モニタリングポスト周辺環境改善の概要 
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図１：２号機原子炉格納容器内部調査結果 
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 ４号機使用済燃料プール内瓦礫の分布調査 

事前準備として，以下の作業を実施（３／１５～１６）。 

・ 燃料取出の際に，キャスクピット内に保管されている制御棒などを原子炉底部へ移動す

ることを検討しているため，原子炉底部のガレキ落下状況確認を実施。 

・ 水中カメラによる使用済燃料プール内の事前確認を実施。 

今後の使用済燃料プール内の燃料取出し計画の立案のため，遠隔水中探査機を利用したプー

ル内瓦礫の分布調査を実施（３／１９～２１）（図６参照）。 

 共用プール復旧 

使用済燃料プールから取り出した燃料を保管するため，共用プール復旧工事中（継続）。 
補給水系・圧縮空気系復旧（～３／１５），照明，制御用・作業用分電盤等仮復旧 
（～４月末予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 燃料デブリ取出計画  

 建屋内の除染 

・ 汚染状況調査のため既存ロボットの改良準備中。４月より工場試験開始予定。 

・ 汚染形態に応じた 適な除染方法の選定を目的とした，模擬汚染除染試験の準備中。 

 格納容器漏えい箇所の調査・補修 

・ 漏えい箇所の調査工法と補修工法の検討中。建屋間止水材料について水槽試験を実施し，

特定の配合の可塑性グラウトについて有効性を確認。（止水試験：２／２８～３／１，打

ち継ぎ試験：３／１３～３／１４） 

・ ２，３号機において，トーラス室へのアクセス調査を実施（３／１４）（図７参照）。 

 燃料デブリの取り出し 

格納容器内部の調査対象箇所，調査方法について号機ごとの詳細を検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 原子炉施設の解体・放射性廃棄物処理・処分に向けた計画 
 汚染水処理に伴う二次廃棄物の処理・処分 

・ 水処理二次廃棄物の長期保管のため，各種特性試験実施中。 
・ 滞留水及び水処理施設出口水試料をＪＡＥＡへ輸送し核種別放射能濃度を分析中。（Ｃｏ

－６０，Ｃｓ－１３７：～３月。その他の核種については，前処理等に時間を要してい

るため，分析計画の見直しを実施中）。 
 放射性廃棄物の処理・処分 

・ ガレキ等の固体試料をマイクロ波加熱により分解する「分析試料前処理装置」等の分析

関連装置をＪＡＥＡに設置（２月～３／２１）。 

⑥ 実施体制・要員計画 
 要員管理 

・ ４月に予定されている作業についても必要な作業員の確保が可能な見込み。 
・ 被ばく線量を考慮した現場作業品質の維持確保のための人事ローテーションが順調に進

捗（東電社員の実績：10 月から現在までに 143 名の配置転換を実施）。 
・ ２月時点地元雇用率は現在 65％（協力企業作業員の実績）。 

 労働環境・生活環境改善 
協力企業と一緒になって労働環境改善を進めるため，定期的な意見交換会を実施（３／１）

（次回３／３０予定，月１回程度）。 

⑦ 作業安全確保に向けた計画 
 継続的な医療職の確保 

緊急医療関係者ネットワーク会議（３／１８）において，緊急医療室やＪビレッジ診療所に

おける継続的な医療運営体制を検討。 
 免震重要棟の非管理区域化 

免震重要棟の線量低減対策作業（床面及び壁面への鉛板取付け等：４／３０完了予定）を実

施中。 

⑧ その他 
 「機器・装置開発等に係る技術カタログ検討ワークショップ（２／２４）」，「国際ワークシ

ョップ／シンポジウム（３／１２～１４）」の開催 

廃止措置等に向けた研究開発計画において，国内外へ情報発信することや，技術的な提案・

アドバイスを含め関係機関からの協力を得ることを目的とし開催。 
 研究開発拠点の検討 

燃料取出しに向けて，放射性物質の核種分析，開発する装置の検証，運転員のトレーニン

グ等を行う拠点の設置を検討中。 

図６：４号機使用済燃料プール内瓦礫分布調査結果 

図７：トーラス室事前調査結果 

２号機調査写真 ３号機調査写真 

滞留水水面 外から見たトーラス室内部 滞留水水面 扉変形により， 

トーラス室へアクセスできず 
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２． 冷温停止状態の確認について 

 １～３号機の原子炉圧力容器底部温度，格納容器気相部温度は，約２５℃～約５５℃（３／

２７現在）であり，格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータに

ついては有意な変動がなく，総合的に冷温停止状態を維持と判断。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 圧力容器底部及び格納容器気相部温度は定期的に確認しており，一部の計器※１を除き，

有意な変動がないことを確認。 

・ 格納容器内圧力についても定期的に確認しており，有意な変動がないことを確認。※２ 

・ 原子炉格納容器ガス管理システム内の気体を，希ガスモニタまたはサンプリングにて確

認した結果，キセノン 135 は約 0.1Bq/cm3未満であり，再臨界判定基準（１Bq/cm3）を十

分に下回っている。 

・ 1～3 号機格納容器からの現時点の放出量（セシウム）を，原子炉建屋上部等の空気中放

射性物質濃度（ダスト濃度）を基に評価すると， 大値は 1～3号機合計で約 0.1 億ベク

レル/時と推定される。なお，各々の号機については，1 号機約 0.004 億ベクレル/時，2

号機約 0.01 億ベクレル/時，3号機約 0.02 億ベクレル/時。 

これによる敷地境界における被ばく線量は 0.02ｍSv/年と評価。（これまでに既に放出さ

れた放射性物質の影響を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，モニタリングポスト（ＭＰ－１～８）及び仮設モニタリングポスト（事務本館南側，正

門，西門）の指示値を連続監視しており，敷地境界の線量に変化がないことを確認している。 

 

※１ 窒素ガス供給装置の一時停止（３／１２）により，１号機格納容器温度計の一部に上昇

傾向が見られた。傾向を監視し，格納容器窒素封入量を増加（３／１６）させたところ，

下降に転じた。 

温度上昇した原因については現在調査中であるが，少なくとも窒素流量減少が起因とな

って発生した類似の事象が複数回あることから，窒素による格納容器内のガス流動の変化

が影響していると考えられる。格納容器内部のガス流動は非常に複雑であることが予想さ

れるが，詳細について引き続き検討を実施している。 

※２ ２号機原子炉格納容器内部調査の作業環境確保のために格納容器内の圧力を低下させる

ことを目的として窒素封入量を低下（３／１９）させたことにより，格納容器圧力の低下

が見られる。 

 

 

以 上 

１号機原子炉圧力容器まわり温度 １号機Ｄ／Ｗ雰囲気温度 

２号機原子炉圧力容器まわり温度 ２号機Ｄ／Ｗ雰囲気温度 

３号機原子炉圧力容器まわり温度 ３号機Ｄ／Ｗ雰囲気温度 
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給水ノズル（N4B）

＊：RPV底部ヘッド上部(0°)は2/15に故障と判断
＊：スカートジャンクション上部（270°）は3/22に故障と判断
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＊：RPVベローシール(R)は2/23に故障と判断
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これまでの経緯

○ H24.1.16

１号機、７号機ストレステスト（一次評価）を提出

○ H24.1.25

記載誤り５箇所を確認、原子力安全・保安院へ連絡

○ H24.2.1

社内調査にて合計１５８箇所の記載誤りを確認・報告

→原子力安全・保安院より再提出の指示

○ H24.3.12

品質保証体制の再構築後、報告書の再調査を行い合計
 ２３９箇所の記載誤りを確認・修正

１号機、７号機ストレステスト（一次評価）を再提出
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１．H24.1.25～2.1の期間
５箇所の記載誤りを確認したことから、再確認要領を定め、報告書の
誤字，脱字及び報告書の記載に論理矛盾がないか、ダブルチェックを
実施。
また、報告書提出前に実施した諸元（数値）のダブルチェック実施の
漏れの有無を確認し、チェック漏れが確認された場合はダブルチェッ
クを実施。
その結果、合計１５８箇所の記載誤りを確認。

２．H24.2.1～3.12の期間
上記１の連絡後、原子力安全・保安院より受けた「原因究明と再発防
止対策を含め、品質保証体制を再構築した上で報告書を改めて見直し
、再提出すること」との口頭指示に基づき、１５８箇所の記載誤りに
ついて原因分析を行い、報告書の検証に係る体制を構築し、再調査要
領等を定めた。
再調査要領等に基づき、原因分析の結果を踏まえた報告書全般の調査
を行い、

 
合計239箇所の記載誤りを確認。また、より良い表現への

見直しとして、用語の統一等の適正化を実施。

再提出までの対応
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調査の概要

・・・○m・・・・。

①H24.1.16提出前

諸元（数値）について、報告書提出前

に要領書を定めて確認を実施

（緊急安全対策等の報告誤りを踏まえた

確認)

②

 
H24.1.25～2.1

再確認の要領を定め、誤字・脱字、論理

矛盾について確認

③

 
H24.2.1～3.12

上記②で確認された記載誤りを原因分類

し、調査の観点を特定した再調査の要領

を定め、報告書全般の再調査を実施

また、品質保証部門が再調査が適切に

実施されているか確認

①諸元（数値）確認

②誤字・脱字

論理矛盾

③再調査

報告書
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報告書記載誤りの分類

記載誤りの原因から分類した結果は以下のとおり。（３／１２当社分析）

分類 箇所数

ａ 作成ルールが不明確・不徹底 ５６箇所

ｂ 図表の記載検討が不十分 ２４箇所

ｃ エビデンスの照合不備 ６４箇所

ｄ エビデンス等の変更反映漏れ １２箇所

ｅ 適切なエビデンスの参照不備 １４箇所

ｆ エビデンスの転記誤り １９箇所

ｇ 文書校正時の修正漏れ ３４箇所

ｈ 編集時の誤り １６箇所

計 ２３９箇所
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報告書記載誤りの例（１号機本文38頁）

評価結果に影響を与える可能性のあった記載誤り

誤

正

配管の貫通部面積において配管隙間

 寸法を40mmで計算すべきところ、

 80mmで過剰に計算がなされていた

 ため、再計算にて浸水量が減った

作成ルールが不明確・不徹底
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報告書記載誤りの例（１号機添241頁）

評価結果に影響を与える可能性のあった記載誤り

耐震評価範囲と図面の照合が不十分であったこ

 とから、編集時に当該評価対象範囲を見誤って

 削除してしまった。

評価対象範囲が追加と

 なった部位が耐震裕度

 が一番低いため、裕度

 の評価結果が低下した
（1.95→1.48）

エビデンスの照合不備
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報告書記載誤りの例（１号機添38頁、７号機添35頁）

評価結果に影響のない記載誤り

誤

正

エビデンスを用いて台数の記

 載をしたが、その後、台数変

 更情報を口頭で受け、台数の

 記載変更時に誤った記載をし

 てしまった

エビデンスの照合不備
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報告書記載誤りの例（７号機添11頁）

評価結果に影響のない記載誤り

誤

正

１号機の報告書を用いて７号機を作成したが、７号機の系統

 名称への修正を失念した

文書校正時の修正漏れ
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報告書記載誤りの評価結果への影響

１号機 ７号機
計

可能性あり 可能性なし 可能性あり 可能性なし

2/1報告時 ６ ７５ ０ ７７ １５８

3/12報告時

 追加分
２０ １７ １４ ３０ ８１

計 ２６ ９２ １４ １０７ ２３９

評価結果（クリフエッジ）に影響を与える可能性の有無

１／１６に提出した報告書の評価結果には影響はなかったも
 のの、評価結果（クリフエッジ）に影響を与える可能性のあ
 った記載誤りは４０箇所あった。



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 10

再発防止対策

現在報告書の記載誤りに関して、原子力安全・保安院に原
 因と対策等について説明中。本報告書は当社が手掛ける初
 めての評価をまとめたということもあり、十分な計画には
 なっていなかった。再発防止として、計画・作成・確認の
 各段階において、以下の対策を行う。

【報告書計画から作成の段階における管理】
 ・報告書の各段階に係る体制・役割の明確化

・基本方針やルールの明確化

【報告書確認段階における管理】
・報告書の確認に係る体制・役割の明確化
・報告書の確認に係る具体的な手順・要領の作成

（ダブルチェックの実施を含む）
・報告書確認の適切性確認の実施
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